様式第5号(第6条関係)

退職手当返納命令書

年　　月　　日　　

　　　　　　　　殿

(任命権者)　　　　　　　　　　

　彦根市職員の退職手当に関する条例第12条の3第1項の規定に基づき、既に支給した退職手当のうち下記の金額の返納を命ずる。
　なお、この処分に不服があるときは、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に彦根市公平委員会に対し不服申立てをすることができる。
記
金　　　　　　　　　　　　　円
	算出根拠
	　①既に支給した一般の退職手当等の額
	円

	
	　②彦根市職員の退職手当に関する条例第12条の3第1項第1号の規定により控除される額
	円

	
	　返納額(①－②)
	円


(記事)
	　

	　

	　

	　



備考：用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

